
                              

                               

                               

                               

                               

Ｎｏ．６６４ 

令和７年 

７月２５日号 広  報 舟形町のあゆみ 第54話 

令和元年(２０１９年) 

舟形町で「最上地域森の感謝祭」を開催。 

歯周疾患検診を受けましょう 
高齢期の健康を維持し、食べることをいつまでも楽しめるよう、歯を失う 

大きな原因となる歯周疾患を予防しましょう。 

対象者の方には、７月23日付けで受診券や受診票などを送付しています。 

▼期   間／８月１日（金）～12月31日（水） 

▼場   所／山形県歯科医師会に所属している歯科医院 

▼対 象 者／昭和24年４月１日から昭和25年３月31日までに生まれた方で、山形県後期高齢者医療被

保険者の方 

▼料   金／無料 

▼申込み方法／受診を予約する際に、歯科医院に「山形県後期高齢者医療広域連合の歯周疾患検診」であ

ることを伝えてください。 

▼持 ち 物／受診券、受診票 、山形県後期高齢者医療の資格を確認できるもの（保険証、マイナ、資

格確認書など） 

▼そ の 他／体調が良くない場合は受診を見合わせ、体調が落ち着いてから受診してください。 

▼問い合わせ／山形県後期高齢者医療広域連合事業課 0237（84）7100 

町の伝承野菜である「西又かぶ」と「長尾かぶ」の生産者が少なく

なっており、種が途絶えてしまうおそれがあります。自家用でも出

荷しても構いません。栽培してくれる方を募集します。播種時期は

８月下旬です。興味のある方には無料で配布しますので、問い合わ

せください。 

▼〆  切／８月15日（金） 

▼申込み・問い合わせ／ 

舟形町農業振興課新規就農・女性活躍支援室 （32）0947 

伝承野菜を栽培しませんか 

長尾かぶ 

西又かぶ 



                               

                               

                               

                               

                               

ロータリ除雪車を 
売却します 

事前申込みの上、入札により売却先を決定します。 

▼入 札 方 法／一般競争入札（公開） 

▼入 札 期 日／８月下旬（予定） 

▼入 札 会 場／舟形町役場 

▼入 札 資 格／次のすべてを満たす方 

        ①町税等および上下水道料に滞納がない方 

        ②町内に住所がある個人、団体、または町内に事務所、支店などがある法人 

        ③暴力団員でない者、または暴力団との関係がない方 

        ④転売目的でないことを誓約する方 

▼申 込 方 法／入札参加事前申込書に必要事項を記入し、事前に申込みください。 

▼売 払 物 件／ロータリ除雪車 

▼型 式／HTR262 

▼年 式／平成11年11月 

▼規 格／250ps 

▼走 行 距 離／6,506㎞ 

▼自動車検査証／有り 令和７年11月７日満了 

▼自賠責保険／有り 令和７年11月８日満了 

▼ ／現状引渡し 

▼事前申込み〆切／８月20日（水） 

▼予 定 価 格／792,000円 

▼譲渡に係る費用および条件／譲渡に関する費用についてはすべて買受人の負担とします。 

▼そ の 他／附属品なし 

▼申込み・問い合わせ／舟形町地域整備課地域強靭化対策室 （32）0915 

町では予備消防団員を募集しています。長年消防団で培った「消防力」を、地元のために生かしませんか。 

▼加入条件／原則、舟形町消防団を退団された方 

▼活動範囲／お住まいの地区（他地区での活動や演習等は活動外） 

▼活動内容／①火災の予防・発見・通報 ②消防車が来るまでの消火器等を使った初期消火 

▼報酬・退職報償制度／なし 

▼補償制度／活動中に死亡・負傷（入院）された場合に適応する補償制度があります。 

▼その他／予備消防団専用ヘルメットを貸与します。 

▼申込み・問い合わせ／舟形町住民税務課危機管理室 （32）0155 
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▼試験区分と採用予定人員等／ 

試験区分 採用予定人員 資格要件 

看護職員 ３名 看護師、准看護師 

介護職員 ３名 
介護福祉士、社会福祉士 

※資格取得見込みの方、無資格・未経験でも意欲のある方 

▼受験資格／ 

・高等学校以上を卒業した方 

・看護師については夜勤または夜間待機可能な方、介護職員については夜勤可能な方 

・介護職員については、昭和61年４月２日以降に生まれた方 

・通勤可能な方（光生園・えんじゅ荘・ほなみ）※普通自動車運転免許を有する方 

▼試験科目／書類選考（履歴書・資格）、筆記試験（一般教養）、小論文、面接試験 

▼試 験 日／10月４日（土） 

▼試験会場・受験申込書請求先／光生園（来園または法人ホームページからダウンロード） 

▼受付期間／８月12日（火）～９月22日（月）《当日消印有効》 

午前９時～午後４時（土、日、祝日をのぞく） 

▼合格発表／10月24日（金） 

▼採用時期／令和８年４月１日（予定） 

▼申込み・問い合わせ／社会福祉法人舟和会 障がい者支援施設 光生園 (32)2770 

令和７年度社会福祉法人舟和会 

新 規 職 員 採 用 試 験 

活火山は、温泉などの魅力がある一方、火山災害を引き起こすことがあります。「火山防災の日」はみなさ

んに火山災害に対する関心と理解を深めてもらうために定められました。「鳥海山」や「蔵王山」などのほか、

大蔵村の「肘折」も活火山です。 

この日をひとつのきっかけにし、火山災害について考えてみましょう。 

詳しくは、右のＱＲコードから、気象庁「火山防災の日」特設サイトを確認ください。 

▼問い合わせ／山形地方気象台  023（622）0632 

８月からびんの分別ルールが変わります 
町のリサイクルステーションで収集している資源のびんについて、これまでは

まとめて収集していましたが、８月１日より、「無色」「茶色」「その他」の３種類
に分けての収集が始まります。みなさまにはお手数をおかけしますが、ごみ処理
の適正化のため、ご協力をお願いします。 
▼問い合わせ／舟形町住民税務課生活安全係 （32）0155 

※詳しくは下のＱＲコード

から確認ください。 
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▼職種と採用予定人員等／ 

職種 採用予定人員 年齢要件等 

①消防士Ａ 若干名 平成９年４月２日から平成20年４月１日までに生まれた方 

②消防士Ｂ 

（職務経験者） 
若干名 

平成７年４月２日から平成18年４月１日までに生まれた方で、   

令和８年３月末までに消防吏員としての職務経験１年以上の方 

▼消防士身体要件／次のすべてを満たす方 

矯正視力 左右それぞれ0.7以上 

色覚、聴力 正常な方 

その他 胸部疾患、感染症等の病気がなく、職務遂行に支障のない身体の方 

▼住所要件／採用後、当組合管内市町村に居住できる方に限ります 

▼試験科目／① 【第２次試験】作文試験、人物試験 

       ②【第１次試験】適正試験、体力試験     【第２次試験】作文試験、人物試験 

▼受付期間／①８月１日（金）～９月12日（金） 

②通年（採用者が決定しない場合は、令和８年１月30日に終了） 

▼１次試験／①10月19日（日） ②随時（受付完了後に決定し、別途連絡） 
▼試験会場／最上広域市町村圏事務組合消防本部 

▼申 込 書／最上広域市町村圏事務局総務課および消防本部総務課で配布するほか、 

当組合のホームページからダウンロードできます。 
▼申込み・問い合わせ／最上広域市町村圏事務局総務課 （22）2674 

最上広域市町村圏事務組合消防職員採用試験受験案内 

８月は『ふるさと納税月間』です 
誰の心にもあるふるさと。ふるさとを応援するあなたの「こころ」がふるさとを元気にします。 

ふるさと納税は寄付というカタチで全国の自治体を応援できる制度です。 
▼問い合わせ／舟形町まちづくり課ふるさと応援推進室 （32）0844 

「＋」から始まる国際電話番号を使った詐欺電話が多発しています。 

詐欺防止には、国際電話の着信拒否が効果的です。固定電話を対象に、警察官が国際電話の利用休止

申込みのお手伝いをしています。地域のサークルやサロン等の場で行うことも可能ですので、ご希望の

方はお近くの交番・駐在所までご相談ください。 

▼問い合わせ／新庄警察署生活安全課 （22）0110 

 みんなでとめよう「国際電話詐欺」！  

※詳しくは下の 

ＱＲコードから

確認ください。 



＜舟形町青少年育成町民会議＞ 

青少年健全育成だより 「夏休み特集号」 

 

《 夏 休 み に 家 庭 で で き る こ と 》 
○ 家庭や地域の一員としての役割を自覚させる機会です。親が率先して地域行事に参加し、子どもも一

緒に参加させよう。 

○ 学校から出された課題はもちろんですが、自然体験や社会体験を子どもと一緒に計画し、多くの感動

を共有しよう。 

○ 外出や外泊時には、行先、目的、帰宅時間、一緒に行動する友だちなどを家族に知らせる習慣を身に

付けさせよう。 

○ 家族団らんで楽しく会話し、また「早寝、早起き、朝ごはん」など健康的な生活に努めよう。 

○ 子どもの小さな変化にも気を配り、いじめ、非行の早期発見、予防に努めよう。 

○ 携帯電話やスマートフォン、インターネットなどの利用について、家庭でも正しく安全に使えるよう

利用ルールを確認するとともに、フィルタリングサービスを利用しよう。 
 

《 各学校等電話番号・休み期間 》 
 
舟形小学校   32-2106   7/25～8/18 

舟形中学校    32-2108   7/26～8/18 

舟形ほほえみ保育園      32-2120 

舟形町教育委員会         32-2379 

舟形町ダイヤル教育相談   32-3118 

 

※休業日の開始や終了日が、土・日・祝日と接

する場合、実質的な児童・生徒の休業日とは異

なる場合があります。 

 
新庄北高        22-6023  7/29 ～ 8/26 

新庄北最上      43-2349   7/28 ～ 8/25 

新庄南高        22-1547   7/26 ～ 8/26 

新庄南金山      52-2887   7/25 ～ 8/19 

神室産業高      28-8775   7/26 ～ 8/26 

神室真室川      62-2028   7/23 ～ 8/20 

新庄東高        22-1562   7/26 ～ 8/19 

新庄養護        22-3042   7/25 ～ 8/27 

北村山高   0237-23-2785   7/25 ～ 8/20 

東桜学館  0237-53-1540   7/18 ～ 8/18 

村山産業   0237-55-2537   7/26 ～ 8/19 

 

《 「大人が変われば子どもも変わる」県民運動 》 

○ あいさつ・見守り運動 …子どもを家庭・地域で育てよう！ 

○ モラル・マナーの向上運動 …大人が子どもの手本となろう！ 

○ 子どもを事故、犯罪などから守る運動 …子どもの安全を地域社会全体で見守ろう！ 

毎月第３日曜日「家庭の日」には、家族や地域の絆を深めるためふれあう機会をつくりましょう。 

 

《 “いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動 》 

○ 20 歳未満には、酒・たばこを飲ませない、吸わせない、売らない運動を実践しよう。 

○ 町内会、学校、ＰＴＡ、職場などの連携を深め、みんなで有害環境や危険な場所などを点検し、い

じめや非行、事故のない地域にしよう。 

○ 点検・見回りの際に、子どもたちが集まりやすい場所や通学路でいじめや非行を見たら、見て見ぬ

ふりせず、きちんと注意しよう。 

                               

                               

                               

                               

                               



                               

                               

                               

                               

                               

《 令和７年度事業計画について 》 

１．スローガン 『 地域ぐるみ、みんなで伸ばそう！「ふながたの子ども」 』 

２．重点目標 

（１）児童生徒の健全育成の推進 

（２）社会環境の浄化と子どもの安全を守る住民運動の推進 

（３）青少年の社会参加と地域活動の促進 

（４）各種団体・機関との連携強化 

（５）ボランティアサークルの育成 

３．具体的な活動計画 

（１）花いっぱい運動の推進 

（２）ネット利用等による事故防止活動、違反広告物除去などの環境浄化活動 

（３）青少年とのふれ合い活動事業と先進地視察研修の実施   

（４）「大人が変われば子どもも変わる」県民運動の推進 

（５）広報活動の推進 

（６）青少年の社会参加活動の支援 

（７）善行表彰の実施 

（８）学校との連携強化 

（９）「おはよう、おかえり」の声かけ運動と非行防止街頭巡回活動 

（10）「家庭の日運動」の推進 

（11）「いじめ・非行をなくそう」やまがた県民運動の推進 

（12）「いじめ・非行をなくそう」舟形町民運動の推進 

《 青少年育成町民会議予算決算等について 》 

令和７年度青少年育成町民会議理事会が５月29日に中央公民館において開催され、令和６年度決算、令

和７年度予算等の審議が行われ、承認されました。 

町民会議の収支については、１戸当たり200円の会費と町からの補助金などの収入と、支出については、

「花いっぱい運動」の花苗代や「いじめ防止」の標語パネルなど青少年健全育成のために使われています。

令和６年度の決算額は、収入額合計が467,295円、支出額合計が439,982円で、差引き27,313円が  

令和７年度に繰越になります。令和７年度予算額は、437,000円になります。 

《メディアコントロールの取組み》 

メディアコントロールとは、「家庭での携帯電話・テレビ・パソコ

ン・ゲームなどの時間を控え、その時間を親子での会話や親子読書な

どで家族と団らんする時間にしましょう」という取組みです。 

年間５回の期間を予定していて、期間中は学校や公共機関にのぼり

旗を設置するほか、防災無線で運動を呼びかけています。 

 

《花いっぱい運動》 

令和７年度は、希望する町内会に花苗（計4,000本）を配布し、７月

12日に花いっぱい運動の審査会を実施しました。 

多くの町内会でとてもきれいに花を植えていました。 

青少年育成町民会議の活動について 

▼問い合わせ／舟形町教育課社会教育係 （32）2246 



                               

                               

                               

                               

                               

☎

 

実施期間：７月22日（火）～８月21日（木） 

 

№483 



♡親子交流事業♡ 
６月26日に親子交流事業「ウェルカムボ

ード作り」を行いました。今回は子育てに

追われるママたちに自分時間を楽しんで

もらいたいと企画。みなさん集中して作業

に取組み、フォトフレームの額縁を好みの

造花でアレンジしたオリジナルのウェル

カムボードが完成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

♡保育園児交流♡ 

保育園のひよこ組（０歳児）・あひる組（１

歳児）・りす組（２歳児）のお友だちがみら

いに遊びに来る機会が多くありました。 

来所したお友だちと、ままごとコーナーや

車あそびなどで一緒に遊ぶ微笑ましい光景

もみられました。今後も交流の場面を大事

に見守っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

☆８月１日（金）の午前中は「夏休み小学生イベント」の予定です。 

【申込された方のみ】※一般開放は午後１時 30 分からです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

こころとからだ！すくすく大きくな～れ 

にこにこ通信 
令和７年７月発行 第２０７号 

舟形町子育て支援センターみらい 

（福祉避難所てとて内） 

   ☎（３２）０５２８ 

♡ 睡眠の変化は成長の証 ♡ 
センターに遊びに来てくれたママやパパから、子どもが「急に寝なくなった」「寝

つきが悪い」という声を聞きます。睡眠のリズムが整ってきた矢先に、寝ぐずりや夜

泣き、夜中に何度も目を覚ますなど、睡眠が不規則な状態に戻ることを「睡眠退行」

といいます。例えば、寝返りやハイハイ、歩行を始めた、歯が生えてきた、単語、言葉

を発するようになったなどの成長発達の時期に現れることが多いのも特徴です。 

睡眠時間に変化があると親子ともに大変ですが、自然と元の睡眠リズムに戻るので、

焦らず成長の証と受け止めていきましょう。センターでは子育ての疑問や質問を一緒

に考えていきたいと思っています。「こんな質問してもいいかな？」など遠慮せず、

軽い気持ちでどうぞ遊びに来てください。 

～こんな活動をしています～ 

日 月 火 水 木 金 土 

     

 

１ 

小学生 

イベント 

 

２ 

施設開放 

３ 

 

４ 

 

５ ６ 

あそびの 

広場 

７ 

 

８ 

 

９ 

施設開放 

10 

 

11 

山の日 

12 

 

13 

 

14 

 

15 16 

施設開放 

17 18 19 

 

20 

 

21 

おはなし 

広場 

22 

 

23 

施設開放 

24 

 

31 

25 26 

すくすく 

広場 

27 

 

28 29  30 

施設開放 

    令和７年７月７日 たなばた ☆彡 
遊びに来たお友だちから短冊を自由に書い

てもらい飾りつけをしました。 

『みんなのお願い届きますように♡』 
 

 

 

 

水あそび 
ができます 

天気が良い日に

は、人工芝で水あそ

びができます。 

着替えやタオル

などを準備して、遊

びに来てください。 

【８月の予定】    閉 館 

〈利用時間〉 

午前９時 30分～11時 30分 
午後１時 30 分～４時 30 分 


